
2023 年度 理学療法にかかわる研究助成 FAQ 

 

【申請対象について】 

Q. 日本理学療法士協会の協会員であれば、応募することができますか？ 

A. 本助成では、日本理学療法学会連合の会員かつ専門会員 A または一般会員を申請の対象

としています。日本理学療法士協会の協会員とは異なるため、ご注意ください。 

日本理学療法学会連合の入会申請についてはこちらをご参照ください。 

 

Q. 日本理学療法学会連合の学生会員であれば、応募することができますか？  

A.  日本理学療法学会連合の専門会員 A または一般会員が申請の対象となるため，学生会

員は応募することができません。 

 

Q. 過去に本研究助成に採択歴のある場合でも申請は可能ですか？ 

A. 個人主導の特別研究と一般研究については、過去に採択歴がある方でも申請いただけま

す。 

 

Q. 既に開始している研究について、研究費を申請をすることは可能ですか？ 

A. はい、可能です。ただし、助成期間内（2025 年 3 月末まで）に購入したものであること、

申請の研究内容に関連するものであることが条件となります。 

 

【提出書類について】 

Q. 「研究テーマに関する日本及び海外での研究の現状」はどのような内容を記載すればよ

いですか？ 

A. これまでの日本・海外の先行研究や、関連する研究テーマにおける現状まとめたものを

記載してください。 

 

Q. 「提供できる基礎データ」はどのような内容を記載すればよいですか？ 

A. 研究のアウトカムや期待される結果に関する、提供できる基礎データを記載してくださ

い。 

 

Q. 「研究倫理・利益相反に関する自己申告書」は、共同研究者全員の申告書を提出する必

要がありますか？ 

A. はい、共同研究者全員の申告書が必要です。利益相反については、今回申請される研究

に関わるものは全て記入いただく必要があります。 

 

https://www.jspt.or.jp/20210119/


Q. 来年度より所属先が変わるのですが、申請書にはどのように記載をすればよいですか？ 

A. 申請する時点の所属を記載してください。 

 

Q. 「研究テーマに関連するこれまでの論文」は、筆頭研究者のみの実績を記載するのでし

ょうか？ 

A. 筆頭研究者に限定するものではありません。申請研究に関連する主要な論文を、代表お

よび共同研究者の業績にかかわらず、記載してください。 

 

【助成金の扱いについて】 

Q. 研究に必要な機器のリース費用やレンタル費用は研究助成金の対象となりますか？ 

A. 研究助成の対象となりますが、個別具体的な内容については、申請をいただいた上での

審査となります。 

 

Q. 「申請した研究以外での使用が可能な物品は、助成の対象とならない場合があります」

と記載されていますが、例外的に認められる余地はありますか？ 

A. 例外的に、パソコンおよび市販ソフトの購入が認められる場合がありますが、研究助成

審査員の判断に委ねられます。ただし、研究助成金は申請した研究のための費用に限定され

るため、当該研究以外での使用が可能な備品等の購入は遠慮していただくことが原則です。

また、パソコン、市販ソフトを含む研究助成の申請をされた場合でも、購入が否認されたこ

とに伴い申請が受理されない場合や申請金額が減額される場合がありますので、ご了承く

ださい。 

 

Q. 申請時に提出する予算に記載した以外のものを、研究を進めていく上で必要になった場

合は購入することができますか？ 

A. 申請時に記載されていなかった費用でも、申請の研究に関連するものであり、助成期間

内（2025 年 3 月末まで）に消費予定のもであれば、申請金額の範囲内で購入可能です。 

 

【助成金の管理について】 

Q. 振り込み先について、所属機関が定める寄附金申出書に記入していただけますか？ 

A. 事務局で寄付金申請書の記入をすることは可能です。 

 

【成果の公表について】 

Q. 学術論文として公表する場合、「原則として『理学療法学』や『Physical Therapy Research; 

PTR』、日本理学療法学会連合に属する各学会ならびに研究会の発行する機関誌へ投稿する

こと」と記載されていますが、これらのジャーナル以外へ投稿することが許可される場合は

ありますか？ 



A.まずは「理学療法学」や「Physical Therapy Research」など指定の学術誌・機関誌への投

稿が義務付けられますが、リジェクトされた場合には他の学術誌への投稿が許可されます。

また、一つの助成研究で複数の論文を投稿される場合には、少なくとも 1 本を上記の指定

された学術誌に投稿してください。 

 

Q. 「助成金の支給に当たり、倫理審査機関での承認を得ていただきます」と記載されてい

ますが、倫理審査が不要と判断されたため、倫理審査「非該当」の通知をもって、助成金の

支給をしていただくことは可能ですか？ 

A. 倫理審査「非該当」の通知を提出いただいた後、助成金の支給をいたします。 


